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医道審議会関係規程等  

○医道審議会の構成  

○厚生労働省設置法（抄）  

○医道審議 

○医道審議会運営規程  P7   



医道審議会の構成  

医道審議会 －  医道分科会  

；…診療科名標梼部会  

一麻酔科標傍資格審査部会  

医師分科会  

一一医師臨床研修部会  

－一区師国家試験K・Ⅴ部会  

‥医師国家試験事後評価部会  

＝医師国家試験改善検討部会  

＝医師国家試験出題基準改定部会  

－一精神保健指定医資格審査部会  

歯科医師分科会  

－一歯科医師臨床研修部会  

－一歯科医師国家試験K・Ⅴ部会  

＝歯科医師国家試験事後評価部会  

‥歯科医師国家試験制度改善検討部会  

－一歯科医師国家試験出題基準改定部会  

保健師助産師看護師分科会  

－一看護師等確保基本指針検討部会  

－一看護倫：哩部会  

－一保健師助産師看護師国家試験K・Ⅴ部会  

－一保健師助産師看護師国家試験事後評価部会  

＝保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部会  

…保健師助産師看護師国家試験出題基準改定部会  

理学療法士作業療法士分科会  

仁一理学療法士作業療法士倫理部会  

ー一理学療法士作業療法士国家試験出題基準作成部会  

あん摩マッサージ指圧師、はり師、  

薬剤師分科会  

きゅう師及び柔道整復師分科会  

ーー薬剤師倫理部会  

－一案剤師国家試験K・Ⅴ部会  

＝薬斉昭両国家試験事後評価部会  

－－薬剤師国家試験制度改善検討部会  

一一薬剤師国家試験出題基準改定部会  

死体解剖資格審査分科会  

※ 実線は、法律又は政令で定められているもの。  
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厚生労働省設置法（平成11年7月16日法律第97号）（抄）  

（医道審議会）  

第十条 医道審議会は、医療法、医師法（昭和二十三年法律第二百一号）、  

歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）、保健師助産師看護師法（昭  

和二十三年法律第二百三号）、理学療法士及び作業療法士法（昭和四十  

年法律第百三十七号）、看護師等の人材確保の促進に関する法律、あ  

ん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和二十  

二年■法律第二百十七号）、柔道整復師法（昭和四十五年法律第十九号）、  

薬剤師法（昭和三十五年法律第百四十六号）、死体解剖保存法（昭和二  

十四年法律第二百四号）及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法  

律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。  

2 前項に定めるもののほか、医道審議会の組織、所掌事務及び委員そ  

の他の職員その他医道審議会に関し必要な事項については、政令で定  

める。  
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医道審議会令（平成12年6月7日政令第285号）  

（組織）  

第1条 医道審議会（以下「審議会」という。）は、委員30人以内で組織する。  

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことが  

できる。  

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができ  

る。  

（委員等の任命）  

第2条 委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、厚生労働大臣が任命する。  

1 社団法人日本医師会の長  

2 社団法人日本歯科医師会の長  

3 学識経験のある者  

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命  

する。  

（委員の任期等）  

第3条 前条第1項第3号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、  

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。   

－2 委員は、再任されることができる。  

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、  

解任されるものとする。  

4 専門委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、  

解任されるものとする。  

5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。  

（会長）  

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。  

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。  

（分科会）  

第5条 審議会に、次の表の上覧に掲げる分科会を芦き、これらの分科会の所輩事務は、審議会  

の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。  
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名  称   所  掌  事  務   

医道分科会   医師法（昭和23年法律第201号）第7条第4項及び第24条の2  

第2項、歯科医師法（昭和23年法律第202号）第7条第4項及び  

第23条の2第2項並びに医療法（昭和23年法律第205号）の規  

定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。   

医師分科会   医師法第10条第2項及び第16条の2第3項並びに精神保健及び精  

神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）の規定によ  

り審議会の権限に属させられた事項を処理すること。   

歯科医師分科会  歯科医師法第10条第2項及び第16条の2第3項の規定により審議  

会の権限に属させられた事項を処理すること。   

保健師助産師看護  保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）及び看護師等の   

師分科会   人材確保の促進に関する法律（平成4年法律第86号）の規定により  

審議会の権限に属させられた事項を処理すること。   

理学療法士作業療  理学療法士及び作業療法士法（昭和40年法律第137号）の規定によ   

法士分科会   り審議会の権限に属させられた事項を処理すること。   

あん摩マッサージ  あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和2   

指圧師、はり師、  2年法律第217号）及び柔道整復師法（昭和45年法律第19号）   

きゆう師及び柔道  

整復師分科会   

薬剤師分科会   薬剤師法（昭和35年法律第146号）の規定により審議会の権限に  

属させられた事項を処理すること。   

死体解剖資格審査  死体解剖保存法（昭和24年法律第204号）の規定により審議会の   
分科会   権限に属させられた事項を処理すること。   

2 前項の表の上覧に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、学識経験の   

ある者（医道分科会に属すべき委員及び臨時委員にあっては、第2条第1項各号に掲げる   

者）のうちから、厚生労働大臣が指名する。  

3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。  
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4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。  

5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会   

長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。  

6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることが   

できる。  

（部会）  

第6条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。  

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあって  

は、分科会長）が指名する。  

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。  

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。  

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があ  

らかじめ指名する者が、その職務を代理する。  

6 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。）は、  

その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。  

（議事）  

第7条 審議会は、、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、  

議決することができない。  

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で  

決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。  

3 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。  

（資料の提出等の要求）  

第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長  

に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。  

（庶務）  

第9条 審議会の庶務は、厚生労働省医政局医事課において総括し、及び処理する。ただし、歯  

科医師分科会に係るものについては厚生労働省医政局歯科保健課、保健師助産師看護師分  

科会に係るものについては厚生労働省看護課、薬剤師分科会に係るものについては厚生労  

働省医薬食品局総務課において処理する。  

（雑則）  

第10条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に閲し必要な事項は、会  

長が審議会に諮って定める。  
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附 則   

この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成11年法律第88号）の施行の日（平成13  

年1月6日）から施行する。  

附 則（平成20・3・31政令第94号）（抄）  

この政令は、平成20年4月1日から施行する。  
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医道審議会運営規程   

医道審議会令第10条の規定に基づき、医道審議会運営規程を医道審議会と し  

て、次のように定める。  

第1条 医道審議会令（平成12年政令第2 8 5号。以下、「令」という。）第   

5条に規定する分科会 （以下、「分科会」という。）に属すべき委員、臨時委員   

及び専門委員の数、庶務を担当する部署並びに分科会に置かれる部会の名称、   

所掌事務、当該部会に属す べき委員、臨時委員及び専門委員の数、庶務等につ   

いては、この規程の定めるところによる。  

第2条 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員の数は次のとおりとする。  

科 会   委 員   臨時委員   専門委員  

4   2 2  

9   4 2   12 9  

4   18   9 9   

護節分科会   
5   17   12 8   

療法士分科会   2   1 15   

ジ指圧師、はり師、  2   12  

道整復師分科会  

2   3 6   10 0   

査分科会   
2   9  

計   3 0   17 2   4 71   

医道分科会  

医師分科会  

歯科医師分科会  

保健師助産師看  

理学療法士作業  

あん摩マッサー  

きゆう師及び柔  

薬剤師分科会  

死体解剖資格審  

第3条 分科会の庶務を担当する部署は次のとおりとする。  

庶 務 担 当 部 署  

医政局医事課試験免許室免許登録係  

医政局医事課試験免許室国家試験係  

医政局歯科保健課総務係   

護師分科会   医政局看護課総務係   

療法士分科会   医政局医事課試験免許室国家試験係   

ジ指圧師、はり師、  

道整復師分科会   

医薬食品局総務課   

査分科会   医政局医事課試験免許室免許登録係   

分 科  

医道分科会  

医師分科会  

歯科医師分科会  

保健師助産師看  

理学療法士作業  

あん摩マッサー  

きゆう師及び柔  

薬剤師分科会  

死体解剖資格審   
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第4条 別表の「分科会」の欄に掲げる分科会には、令第6．条第1項の規定によ   

り、それぞれ同表の「部会」の欄に掲げる部会を置く ものと し、各部会の所掌   

事務、当該部会に属す べき委員、臨時委員及び専門委員の数並びに庶務を担当   

する部署については、それぞれ同表の「所掌事務」の欄、「委員、臨時委員及   

び専門委員」の欄及び「庶務担当部署」の欄に掲げるとおり とする。  

第5条 医道審議会が報告、答申、令第8条の規定に基づく資料の提出等の必要   

な協力の求めその他の所掌事務を遂行するために必要な行為を行うに当たって   

は、分科会又は部会が議決し、当該議決を令第5条第6項又は令第6条第6項   

の規定により医道審議会の議決とするものとする。  

附 則  

この規程は、平成21年3月18 日から施行する。  

平成13年1月 2 6 日  

医道審議会会長  
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別表  

分 科 会   部   会   所 掌 事 務   
委員、臨時委員及び専P   弓委員の数   
委 員  臨時委員  専門委昌   

庶務担当部署  

医道分科会  診療科名標樺部会   診療科名に係る政令の改廃及び許  8  医政局総務課総務係（主査）  

【4－6－0】  可に関すること   
麻酔科標梼資格審査部会  麻酔科標樗の許可に関すること   （2）   8  

医師分科会   医師臨床研修部会   臨床研修病院の指定又は指定の取  （4）   医政局医事課医師臨床研修推   
【9－7－1】  消しに関すること  進室臨床研修係  

医師国家試験K・V部会  医師国家試験問題内容の妥当性の  33  医政局医事課試験免許室国家  
確認に関すること   試験係  

医師国家試験事後評価部会  医師国家試験の評価に関すること  （2）  

医師国家試験改善検討部会  医師国家試験の出題方法、内容、  （2）  14  

形式等についての制度改善方策に  
関すること  

医師国家試験出題基準改定  70  

部会   すること   
精神保健指定医資格審査部  24  社会・援護局障害保健福祉部  

消しの審査に関すること   精神・障害保健課総務係   
歯科医師分科会  13  医政局歯科保健課総務係  

t4－5－0】   消しに関すること   
歯科医師国家試験K・Ⅴ部  25  

性の確認に関すること   
歯科医師国家試験事後評価  
部会   こと  
歯科医師国家試験制度改善  14  

検討部会   容、形式等についての制度改善方  
策に関すること   

歯科医師国家試験出題基準  50   

改定部会   に関すること   
保健師助産師看  看護師等確保基本指針検討  看護師等の確保を促進するための  （2）   （3）   田  医政局看護課総務係   
譲師分科会  部会   措置に関する基本的な指針に関す  

【5－14－0】  ること  
看護倫理部会   保健師、助産師及び看護師の行政  3  

処分に関すること   （3）  

保健師助産師看護師国家試  （3）   26  

験K・V部会   及び看護師国家試験（以下、この  
欄において、「保幼者国家試験」  
という。）の問題内容の妥当性の  
確認に関すること   

保健師助産師看護師国家試  10  

験事後評価部会   と   
保健師助産師看護師国家試  （2）   （4）   17  

験制度改善検討部会   容、形式等についての制度改善方  
策に関すること  

保健師助産師看護師国家試  （4）   60   

験出題基準改定部会   
理学療法士作業  理学療法士作業療法士倫理  理学療法士及び作業療法士の行政  （2）   8  医政局医事課試験免許重免許   
療法士分科会  処分に関すること  登録係  

【2－8－3】   

理学療法士作業療法士国家  理学療法士国家試験及び作業療法  （2）   12  医政局医事課試験免許重国家  
試験出題基準作成部会  士国家試験の出題基準の改定に関  試験係   

すること  
薬剤師分科会  薬剤師の行政処分に関すること   （2）   6  医薬食品局総務課  

【2－14－0】   r4）  
4  18  

耶  
4  8  

耶  
（2）   4   18  

4   56  

耶   薬剤師国家試験K・Ⅴ部会  薬剤師国家試験の問題内容の妥当 件の確認に関するニケ  （2）        薬剤師国家試験事後評価部 全  薬剤師国家試験の評価に関するこ 円  （2）        薬剤師国家試験制度改善検  薬剤師国家試験の出題方法、内         討部会  容、形式等についての制度改善方 箭に閲すろニー  
（注）1．「分科会」欄の【】内数は、【委員数一臨時委員数一専門委員数】である。  

2．「委員、臨時委員及び専門委負の数」欄の括弧内数は、分科会委員等との兼任数（別掲）である。  

－9－   
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医道審議会運営規程  医道審議会運営規程   

医道審静会令第10条の規定に基づき、医道審議会運営規程を医道審議会とし     医道審議会令第10条の規定に基づき、医道審議会運営規程を医道審議会とし   

て、次のように定める。  て、次のように定める。   

第1条 医道審議会令（平成12年政令第28 5号。以下、「令」という。）第5     第1条 医道審議会令（平成12年政令第285号。以下、「令」という。）第   

条に規定する分科会（以下、「分科会」という。）に属すべき委員、臨時委員及     5条に規定する分科会（以下、「分科会」という。）に属すべき委員、臨時委員   

び専門委員の数、庶務を担当する部署並びに分科会に置かれる部会の名称、所     及び専門委員の数、庶務を担当する部署並びに分科会に置かれる部会の名称、所   

掌事務、当該部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員の数、庶務等につい     掌事務、当該部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員の数、庶務等について   

ては、この規程の定めるところによる。  は、この規程の定めるところによる。   

第2条 分科会に属すべき委員、臨時委員友び専門委員の数は次のとおりとする。     第2条 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員の数は次のとおりとする。   

分 科 会  委 員  臨時委員 専門委員  分 科 会  委 員  臨時委員 専門委具   

医道分科会  4  2 2  医道分科会  4  22   

医師分科会  旦j 129  医師分科会  10  50   129   

歯科医師分科会  18  旦 歯科医師分科会  5  18  6 9   

保健師助産師看護師分科会  5  17   128  保健師助産師看護師分科会  5  17   121   

理学療法士作業療法士分科会  2  16  15  理学療法士作業療法士分科会  2  16  15   

あん摩マッサージ指圧師、はり師、  2  12  あん摩マッサージ指圧師、はり師、  2  12   

きゅう師及び柔道整復師分科会  きゆう師及び柔道整復師分科会   

薬剤師分科会  死体解剖資格審査分科会  2  9   旦＿旦  100  

死体解剖資格審査分科会  2  9  
計  30 144 334  

計  30  17 2  4 71  

第3条 分科会の庶務を担当する部署は次のとおりとする。  第3条分科会の庶務を担当する部署は次のとおりとする。  

分 科 会   庶務担当部署  分科会  庶務担当部署  

医道分科会   医政局医事課試験免許室免許登録係  医道分科会  医政局医事課試験免許室免許登録係  

医師分科会   医政局医事課試験免許室国家試験係  医師分科会  医政局医事課試験免許室国家試験係  

歯科医師分科会   医政局歯科保健課総務係  歯科医師分科会 医政局歯科保健課総務係  

保健師助産師看護師分科会   医政局看護課総務係  保健師助産師看護師分科会 医政局看護課総務係  

理学療法士作業療法士分科会   医政局医事課試験免許室国家試験係  理学療法士作業療法士分科会 医政局医事課試験免許室国家試験係  

あん摩マッサージ指圧師、はり師、  医政局医事課医事係  あん摩マッサージ指圧師、はり師、医政局医事課医事係   

きゅう師及び柔道整復師分科会  きゆう師及び柔道整復師分科会  

薬剤師分科会   医薬食品局総務課  死体解剖資格審査分科会  医政局医事課試験免許室免許登録係  

死体解剖資格審査分科会   医政局医事課試験免許室免許登録係   

l  

⊥
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第4条 別表の「分科会」の欄に掲げる分科会には、′ 令第6条第1項の規定によ   

り、それぞれ同表の「部会」の欄に掲げる部会を置くものとし、各部会の所掌   

事務、当該部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員の数並びに庶務を担当   

する部署については、それぞれ同表の「所掌事務」の欄、「委員、臨時委員及   

び専門委員」の欄及び「庶務担当部署」の欄に掲げるとおりとする。   

第5条 医道審議会が報告、答申、令第8条の規定に基づく資料の提出等の必要   

な協力の求めその他の所掌事務を遂行するために必要な行為を行うに当たって   

は、分科会又は部会が議決し 、当該議決を令第5条第6項又は令第6条第6項   

の規定により医道審議会の議決とするものとする。  

附 則   

この規程は、平成21年3月18日から施行する。  

第4条 別表の「分科会」の欄に掲げる分科会には、令第6条第1項の規定によ  

り、それぞれ同表の「部会」の欄に掲げる部会を置くものとし、各部会の所掌事  

務、当該部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員の数並びに庶務を担当する  

部署については、それぞれ同表の「所掌事務」の欄、「委員、臨時委員及び専門  

委員」の欄及び「庶務担当部署」の欄に掲げるとおりとする。   

第5条 医道審議会が報告、答申、令第8条の規定に基づく資料の提出等の必要  

な協力の求めその他の所掌事務を遂行するために必要な行為を行うに当たって  

は、分科会又は部会が議決し、当該議決を 令第5条第6項又は令第6条第6項の  
規定により医道審議会の議決とするものとする。  

附 則   

この規程は、平成13年1月26日から施行する。  

平成13年1月 2 6 日  

医道審議会会長  

平成13年1月 2 6 日  

医道審議会会長   
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別表  別表  

i） 科 会   部   会  所 掌 朝一 務   委員、臨時垂且及び専門委負の数    庶按担当部署  
委 員  臨時委邑  専門委員  分 科 会   部   会   所 肇 郡 務   委員、随n春蚕艮及び専門委負の数    庶務担当部署                              委 員  臨円 ．重昂  ‾ 委員  

医道分科会  言参墟声  医政局総務課総務係（主査）  医道分科会  
トト6－0】   

診療科引こ係る政令の廃棄及び許  
可に揮   

8  

【4－6－0】   

医政局総務課総務係（主査）  
可に関すること  

麻酔科様相轄桝寵塞■郡会  麻酔華  傍の許可に閲すること  （2）   8  麻酔科標梯瞥措辞査部会  麻酔科」彙搾の許可に関すること  
毎l知分科会  】去l師軋昧研鱈榔会   

8  

l甑拝沌  病院の指定又は指定の収  1吐  円  医攻局医事辣医師臨床研修椎    医師分科会  医師臨床研修部会   
【旦一7－1】  

臨床研修病院の指定又は指定の取  2   
消しに】  

‖  
適量臨床研修係  【6－7－1】  

医政局医師課医師臨味研修推  
消しに関すること  進室臨床研修係  

l毎l師l鮎序   

帆】刑排泉跳験l＼・V椰会  医師園′  33  医政局医事緋試験免許宝国家  医師国家試験K・V部会  医師国家試験間塔内容の妥当性の  
確認に】．   試験係  確認に関すること   

低榔国家訳験矩後評価部会  慎僻国家試験の評価に関すること   皿  
試験係  

医師国家試験耶後評価部会  医師国家試敬の評価に関すること  

1封拙凋宗祇験改普検討留i会  医師国家訳験の出題方法、内容、  14  医師国家試験改善検討部会  医師国家試験の出題方法、内容、  
形式斯こついての制度改善方芥に  形式等についての制度改善方策に  
閲すること  関すること   

医Ill個家試験はl題ム⊆準改定  医師国家試験出題基準改定  
部会   すること  部会   すること   

r栗師【鉱床耐「」慮総雷寸部会  医師臨床研修プログラム等医師の  医政局医事胡医師踵床研修推  
臨床研世の内容に関すること   過重臨床研修係  

精神保地指定医葺椿酔狂榔  楠神保健指定医資格審査部 凶  精神保雉指定医の指定及び指定取 消しの審査に関すること  2   24    社会・援誠局陣幕保健福祉部  
消しの確立に関すること  精朝・障害保健課総務係  槽神・時事保他派総眉凋  

僻村医榔分科会  歯科医師分科会  
【旦－5－0】   

7  

消しに   
医政局歯科保他説総務係  

肘掛l定  
【3－5－0】   消しに関すること   

ll代l恥  

三上   
脂科風l】‖』家凱験tく・V出；   腑科医  歯科医師同家拭験K・V部 臼  歯科医師国家試験問題内容の妥当 性の確認にすること  （3）  2t）  

件の確   関  
腑科医】神国家試験甘後評帥  歯科医師国家試験事後評価 部会  歯科医師国家試験の評附こ関する こ  10  
部会   こと  と  
僻村際師国家銑検潮度改普  歯科医師国家試験制度改善  14  

検言、1幻；会   容、形式等についての制度改密方  検雷寸部会   容、形式等についての制度改替方  
；勘こ関すること  策に関すること   

腑科医傭l当家試験Jl膿鉄鉱叩  歯科医師国家試験出題基準  
改定伽会   に」娼すること  改定部会   に関すること   

備科・阪田i臨床I肝臓給討部会  歯科医師臨床研修プログラム琴曲  
科医仰の臨床研修の内容に関する こ   
と   

促腱晰肋稚価看  看護湘軍紬保鹿本指針検討  看讃榊聞の附呆を促進するための   （2）  （3）  15  医政局看班設総務係  保健師助産師看  者碓師等確保基本指針検討  看護師笥の確保を促適するための  （2）  （3）  15  医政局香芝盛課総務係  
誰」帥分科会  措紅いこ関する基本的な指針に閲す  建節分稗会  措置に関する基本的な指針に関す  

【5－1・卜0】   ること  【5－14－16】   ること  
石誠倫側闇ほ   促馳師  看碓倫理部会   保雉師、助産師及び看護師の行政  

処分に   処分に関すること   （3）  

僅址師仇朝潮橋闇l御国家訊  保塵肺助産師看漣師国家試  
験1く・V珊会   及び否言  験K・V部会   及び看護師国家試験（以下、この  

欄におし  湖において、「保助看国家試験J  
という。  という。）の問題内容の妥当性の  
確認にl某   確認に閲すること   

保腱師助塵肺看護師園家淋  10  保睡師助産師看鰻郁国家紋  
し  

10  

鞍部後絆価翻会   験事後評価部会   と  
保地価助価l椰肴．漁師間家訊 i  悍肋帝国  保健師助産師肴捧師国家試 験制度改善検討部金   保助看国家試験の出題方法、内 容 
馴岬改＃捻出部会   容、形式  、形式等についての制度改善方  

詭に旧す   策に関すること   
保地価動座師弟逓価同家訊  保健師助産飾帝露斐師国家拭  
験山越膿邪改定部会   験出箱臆準改定部会   

ゼロ学摘法士作業  月t星学療法」二作業蛸法士輪湖  剋草城法士及び作業棟法こじの行政   （2）  8  医政局医事秋試験免許室免許    理学績法士作業  理学療億土作業療法士倫理  】埋草療法士及び作業棟法士の行政  （2）  8  圧政伺医事抹試験免許壷免許  
瞭法士分料金  処分に閲すること  登録係  療法士分科会  処分に関すること  登録権  

l2－8－3l   【2－8－3】   

難字蘭髄上作業掠壮士国家  理学墟壮士国家訳験及び作業擢法   1狙  四  12  医政局医事練訳験免許皇国家  理学療法士作業棟法土国家  理学療法士国家試験及び作業療法  四  凹  12  医政牒医事課試験免許憂国家  
試験出願闇邦作成鄭会  士国家試験の出価逓牒の改定に関  試験係  試験山頂茶利封乍成部会  士国家試験の出題基準の改定に関  試験係  

すること  すること  
韮剖1姐盆拉盆  堤ミ剤】Ⅵi倫月l！細；仝   史ミ剤柑iの行l牲姉令にl聞寸▲ろこ．し   1姐  6     医塞食品屈蘭瀦都  
」呈＝1と旦L  血  

1墨  

仰の臓  こ閲すろニケ  
都祁価l打身試験Ⅰく・V部会  猫創価  豪訣臓の附抑内容の妥当  皿  4  

8  湛剤Il】i［削払拭験71日音評仙i畠；  磁Ⅶl師l対案：状於の討Ⅷ附こ関するこ   皿  

会  上    堀‖別l補間豪ふt腺肘l腫改儀瀾  献剤価【封婁訳！除の拙斯方儀．内  1狙    1旦  
立上必会   鶴．】陀i£等についてのil評l畑王政去年「育  

籠に閲すろこ♪    ま世：制l輔l訂豪詔慨鋸‖据は日仏改  新剤闇順は撒ほ針lⅧ軋跳珊lの改辞に   皿  4   旦堅  

韮血会   

（址）1．r分科会」f紺の【】1月数は、【委員数一臨時費負数－1掛∬J委員数】である。  （注）1．「分科会」欄のl】内政は、【委員数一臨時委員数一軍門番員数】である。  
2．「委員、臨時委員及び埠門番負の数」欄の括弧内故は、分科会委員等との兼任致（別掲）である。  2．「委員、臨時委員及び専門委只の数」欄の括弧内数は、分科会委貝等との兼任数（別掲）である。   
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